
 

 

 労組法 17 条の趣旨は，「主として一の事業場の 4 分の 3 以上の同種労働者に適用

される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し，労働組合の

団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ること」に

あります（朝日火災海上保険（高田）事件最高裁平成 8 年 3 月 26 日第三小法廷判

決）。 
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Ｑ497．一の工場事業場に「常時使用される同種の労働者」の 4分の 3

以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは，当

該工場事業場に使用される他の労働者に関しても，当該労働協約が適

用されるものとする旨定める労組法 17条の趣旨を教えて下さい。 


